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12.1.2 予測の結果

1) 予測の手法

道路の存在に係る人と自然との触れ合いの活動の場の予測は、「道路環境影響評価

の技術手法 国土技術政策総合研究所資料第398号」（平成19年６月 国土技術政策総

合研究所）に基づいて行った。

(1) 予測の手順

道路の存在に係る人と自然との触れ合いの活動の場の予測は、以下に示す項目毎に

行った。

a) 主要な触れ合いの活動の場及び自然資源の改変

主要な触れ合いの活動の場及びそれを取りまく自然資源と都市計画対象道路事業

実施区域を重ね合わせ、図上解析することにより、改変の位置、面積や延長等を把

握した。

b) 利用性の変化

(a) 主要な触れ合いの活動の場の利用性の変化

主要な触れ合いの活動の場の利用の支障の有無、支障が生じる箇所等を把握する

とともに、利用人数の変化について把握した。

(b) 主要な触れ合いの活動の場への到達時間・距離の変化

近傍の既存道路の改変の状況より、主要な触れ合いの活動の場への到達時間・距

離の変化を把握した。

c) 快適性の変化

主要な触れ合いの活動の場から認識される近傍の風景の変化が生じる位置・程度

を把握した。
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2) 予測地域及び予測地点の選定

予測地域は、調査地域のうち、主要な人と自然との触れ合いの活動の場及びそれを

取りまく自然資源の改変、または主要な人と自然との触れ合いの活動の場の利用性、

到達時間・距離、快適性のいずれかに変化が生じると想定される地域とし、人と自然

との触れ合いの活動の内容を勘案し、計画路線からの距離が概ね500ｍ程度の範囲とし

た。

予測地点は表8-12-3及び図8-12-2に示すとおりである。

表8-12-3 主要な人と自然との触れ合いの活動の場予測地点

番号 予測地点 対象道路の
可視・不可視

1 武田神社 不可視

２ 武田の杜遊歩道 不可視

３ 荒川サイクリングロード 可視

４ 矢木羽湖 可視

５ 桜井町桜・里山管理 不可視

６ 桜井町散策路 可視

７ 塚原町バードウォッチング 不可視

８ 塚原集落（ホタルの里） 不可視

９ 団子新居散策路 不可視

10 坊沢川ザリガニ採集 不可視

11 双葉団地周辺散策路 不可視

12 花の咲く丘 不可視

3) 予測対象時期

予測対象時期は、都市計画対象道路事業の完成時において、主要な人と自然との触

れ合いの活動の場の利用がある時期とした。
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4) 予測結果

(1) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場

各予測地点による予測結果は表8-12-4に示すとおりである。

表8-12-4(1) 予測結果（武田神社）

予測項目 予測結果

活動の場及び自然資源の改 計画路線の明かり部から約450m離れた場所にあり、武田神
変の程度 社北部を地下式で通過するため、計画路線による改変はな

い。

利用性の変化 利用性の変化 計画路線による改変は生じないため、利用の支障が生じる
の程度 箇所はなく、利用可能な人数の変化も生じない。

到達時間・距 周辺からの主なアクセスルートと考えられる県道甲府山梨
離の変化 線に改変はなく、武田神社北西部で塚原ＩＣと接続するた

め、他県または郊外からの到達時間が短縮される。
したがって、到達時間・距離の変化の程度は向上するもの
と予測する。

快適性の変化の程度 計画路線は地下式であることから視認されず、塚原ＩＣも
武田神社境内からは視認できないため、武田神社の雰囲気
は阻害されず、快適性の変化は生じないものと予測する。
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表8-12-4(2) 予測結果（武田の杜遊歩道）

予測項目 予測結果

活動の場及び自然資源の改 計画路線の明かり部から約350m離れた場所にある。遊歩道
変の程度 は計画路線と交差するが、地下式で通過するため、計画路

線による改変はない。

利用性の変化 利用性の変化 計画路線は地下式で通過するため、利用の支障が生じる箇
の程度 所はなく、利用可能な人数の変化も生じない。

到達時間・距 周辺からの主なアクセスルートと考えられる県道天神平甲
離の変化 府線に改変はないことから、到達時間・距離の変化は生じ

ないものと予測する。

快適性の変化の程度 計画路線と交差するが、地下式で通過する。また、塚原Ｉ
Ｃも遊歩道から約350m以上離れた場所にあり、視認できな
いため、快適性の変化は生じないと予測する。
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表8-12-4(3) 予測結果（荒川サイクリングロード）

予測項目 予測結果

活動の場及び自然資源の改 計画路線と交差するが、高架構造で通過するため計画路線
変の程度 による改変はない。

利用性の変化 利用性の変化 計画路線と交差するが、高架構造で通過するため利用に支
の程度 障が生じる箇所はなく、利用可能な人数の変化も生じない。

到達時間・距 荒川サイクリングロードへの主な交通手段は徒歩か自転車
離の変化 と考えられる。周辺からの主なアクセスルートと考えられ

る県道敷島竜王線、県道甲府昇仙峡線に改変はないことか
ら、到達時間・距離の変化は生じないものと予測する。

快適性の変化の程度 サイクリングロード終点部において、計画路線が高架構造
で通過する。そのため、終点部周辺で近傍の風景に変化が
生じる可能性があるが、その範囲はわずかであることから、
快適性の変化はほとんど生じないと予測する。景観の変化
の程度は「第11節 景観 (p.8-11-57)」を参照。
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表8-12-4(4) 予測結果（矢木羽湖）

予測項目 予測結果

活動の場及び自然資源の改 計画路線の明かり部から約250m離れた場所にあり、計画路
変の程度 線による改変はない。

利用性の変 利用性の変化 計画路線による改変は生じないため、利用の支障が生じる
化の程度 箇所はなく、利用可能な人数の変化も生じない。

到達時間・距離 矢木羽湖に向かう主要なアクセスルートと計画路線は交差
の変化 するが、地下式で通過するため改変は生じない。したがっ

て、到達時間・距離の変化は生じないものと予測する。

快適性の変化の程度 計画路線は矢木羽湖南東側の堤防の一部から視認されるが、
約250m離れており、矢木羽湖における湖側の雰囲気は阻害
されず、快適性の変化は生じないと予測する。景観の変化
の程度は「第11節 景観 (p.8-11-59)」を参照。
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表8-12-4(5) 予測結果（桜井町桜・里山管理）

予測項目 予測結果

活動の場及び自然資源の改 計画路線の明かり部から約250ｍ離れた場所にあり、計画路
変の程度 線による改変はない。

利用性の変 利用性の変化 計画路線による改変は生じないため、利用の支障が生じる
化の程度 箇所はなく、利用可能な人数の変化も生じない。

到達時間・距離 桜井町桜・里山管理に向かう主要なアクセスルートと計画
の変化 路線は交差するが、その箇所は既に国道140号（西関東連絡

道路）が開通してい部分であり、跨道橋が設置されている
ため、新たなアクセルートの変化は生じない。したがって、
到達時間・距離の化は生じないものと予測する。

快適性の変化の程度 計画路線は主要な活動範囲から視認されるが、近傍の風景
は国道140号（西関東連絡道路）がほとんどである。新たに
建設される西側のトンネル坑口部は樹林の陰になっている
ためほとんど視認されず、快適性の変化は生じないと予測
する。
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表8-12-4(6) 予測結果（桜井町散策路）

予測項目 予測結果

活動の場及び自然資源の改 国道140号（西関東連絡道路）の高架部と交差するが、計画
変の程度 路線の明かり部からは約100ｍ離れた場所にあり、計画路線

による散策路の改変はない。

利用性の変 利用性の変化 計画路線による改変は生じないため、利用の支障が生じる
化の程度 箇所はなく、利用可能な人数の変化も生じない。

到達時間・距離 桜井町散策路に向かう主要なアクセスルートと計画路線は
の変化 交差するが、その箇所は既に国道140号（西関東連絡道路）

が開通している部分であり、跨道橋が設置されているため、
新たなアクセスルートの変化は生じない。したがって、到
達時間・距離の変化は生じないものと予測する。

快適性の変化の程度 既に国道140号（西関東連絡道路）が存在するため、新たな
近傍の風景に変化は生じない。西側においては、桜井ＩＣ
が視認されるが、散策路より15ｍ低い位置に建設されるた
め、甲府市街地や南アルプス等、散策路からの景観は大き
く変化せず、快適性の変化は生じないと予測する。景観の
変化の程度は「第11節 景観 (p.8-11-43)」を参照。
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表8-12-4(7) 予測結果（塚原町バードウォッチング）

予測項目 予測結果

活動の場及び自然資源の改 計画路線の明かり部から約400m離れた場所にあり、計画路
変の程度 線による改変はない。

利用性の変 利用性の変化 計画路線による改変は生じないため、利用の支障が生じる
化の程度 箇所はなく、利用可能な人数の変化も生じない。

到達時間・距離 利用は地元の塚原集落の住民と考えられるが、塚原集落の
の変化 南側を通過し、集落の連続性を分断するものではないため、

アクセス性の変化は生じない。したがって、到達時間・距
離の変化は生じないものと予測する。

快適性の変化の程度 計画路線から約400m離れた場所にあり、バードウォッチン
グは塚原の北側山地の雑木林等の林内で行われると考えら
れるため、計画路線は視認されず、快適性の変化は生じな
いと予測する。
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表8-12-4(8) 予測結果（塚原集落（ホタルの里））

予測項目 予測結果

活動の場及び自然資源の改 計画路線の明かり部から約400m離れた場所にある。相川は
変の程度 計画路線と交差するが、相川との交差部は地下式で通過す

るため、計画路線による相川の改変はない。

利用性の変 利用性の変化 計画路線による改変は生じないため、利用の支障が生じる
化の程度 箇所はなく、利用可能な人数の変化も生じない。

到達時間・距離 利用は地元の塚原集落の住民と考えられるが、塚原集落の
の変化 南側を通過し、集落の連続性を分断するものではないため、

アクセス性の変化は生じない。したがって、到達時間・距
離の変化は生じないものと予測する。

快適性の変化の程度 ホタルに関する活動を行う中心地は、塚原地区の相川上流
域にあたる。明かり部である塚原ＩＣとは約400m離れた場
所にあり、ホタルの観察に必要な夜間の静穏性や照明によ
る影響はなく、視認もできないため、快適性の変化は生じ
ないと予測する。
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表8-12-4(9) 予測結果（団子新居散策路）

予測項目 予測結果

活動の場及び自然資源の改 計画路線の明かり部から約400m離れた場所にあり、計画路
変の程度 線による改変はない。

利用性の変化 利用性の変化 計画路線による改変は生じないため、利用の支障が生じる
の程度 箇所はなく、利用可能な人数の変化も生じない。

到達時間・距 団子新居散策路に向かう主要なアクセスルートと計画路線
離の変化 は交差するが計画路線は高架構造で通過するため、到達時

間・距離の変化は生じないものと予測する。

快適性の変化の程度 計画路線の明かり部から約400m離れた場所にあり、散策路
はクヌギやコナラの高木林に囲まれていることから、計画
路線は視認されず、快適性の変化は生じないと予測する。
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表8-12-4(10) 予測結果（坊沢川ザリガニ採集）

予測項目 予測結果

活動の場及び自然資源 計画路線の明かり部から約100m離れた場所にあり、計画路線
の改変の程度 による改変はない。

利用性の変 利用性の変化 計画路線による改変は生じないため、利用の支障が生じる箇
化の程度 所はなく、利用可能な人数の変化も生じない。

到達時間・距離 主な利用者は地元の小学生等と考えられる。計画路線によっ
の変化 て、坊沢川に降りる道が改変されることはなく、その道に向

かう周囲のアクセスに変化はみられない。したがって、到達
時間・距離の変化は生じないものと予測する。

快適性の変化の程度 計画路線の明かり部から約100ｍ離れた場所にあり、採集は
河川の護岸内において行われるため、計画路線はほとんど視
認されず、快適性の変化は生じないと予測する。
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表8-12-4(11) 予測結果（双葉団地周辺散策路）

予測項目 予測結果

活動の場及び自然資源の改 計画路線の明かり部から約200m離れた場所にあり、計画路
変の程度 線による改変はない。

利用性の変 利用性の変化 計画路線による改変は生じないため、利用の支障が生じる
化の程度 箇所はなく、利用可能な人数の変化も生じない。

到達時間・距離 主に地域住民が利用する散策路である。散策路に向かう周
の変化 囲のアクセスに変化はみられない。したがって、到達時間

・距離の変化は生じないものと予測する。

快適性の変化の程度 計画路線の明かり部から約200m離れた場所にあり、散策路
は雑木林を通り坊沢川に降りるルートとなっており、散策
路から計画路線は視認されず、快適性に変化は生じないと
予測する。
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表8-12-4(12) 予測結果（花の咲く丘）

予測項目 予測結果

活動の場及び自然資源の改 計画路線の明かり部から約150m離れた場所にあり、計画路
変の程度 線による改変はない。

利用性の変 利用性の変化 計画路線による直接改変は生じないため、利用の支障が生
化の程度 じる箇所はなく、利用可能な人数の変化も生じない。

到達時間・距離 大垈地区に向かうアクセスルートに改変・迂回が生じるが、
の変化 迂回する距離は220ｍ程度であり、アクセス性の変化はほと

んど生じないと予測する。

快適性の変化の程度 計画路線の明かり部は花の咲く丘から約150mの場所にある
が視認できず、花の咲く丘周辺は視界が広く開け、南アル
プス等、花の咲く丘からの主要な景観は維持されるため、
快適性の変化は生じないと予測する。
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12.1.3 環境保全措置の検討

1) 環境保全措置の検討

予測結果より、事業によって主要な触れ合いの活動の場及び自然資源が大きく改変

されることは無く、利用性及び快適性も低下しないと考えられるため、環境保全措置

の検討は行わないものとする。

12.1.4 事後調査

予測手法は都市計画対象道路事業実施区域と主要な人と自然との触れ合いの活動の

場の分布範囲の重ね合わせ、触れ合いの活動の場からの景観変化を把握するフォトモ

ンタージュ等の多くの実績を有する手法であり、予測の不確実性は小さいと考えられ

ることから、事後調査は実施しないこととする。

12.1.5 評価

1) 回避又は低減に係る評価

計画路線は道路の計画段階において、トンネル構造を始めとした道路構造の検討

を実施しており、主要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響に配慮し、環境

負荷の回避・低減を図っている。

事業の実施により荒川サイクリングロードの端部付近を計画路線が高架構造で通

過するが、その範囲はわずかであり、著しい環境影響を及ぼすことはないと考えら

れる。

このことから、環境影響は事業者の実行可能な範囲内でできる限り回避又は低減

されているものと評価する。
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